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新
た
に
策
定
し
た
第
７
期
菊
陽
町
総
合

計
画
で
は
、
町
の
人
口
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
お
い
て
、
２
０
５
０
年（
令
和
32
年
）

に
は
、
高
齢
者（
65
歳
以
上
）の
割
合
が
30

㌫
程
度
に
な
る
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　
高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ
た
地

域
で
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
は
、
２
０
５

０
年
を
見
据
え
た
新
た
な
高
齢
者
支
援
施

策
の
展
開
が
必
要
で
す
。

　
町
で
は
、
企
業
進
出
の
効
果
を
高
齢
者

の
皆
さ
ん
に
も
し
っ
か
り
と
実
感
し
て
も

ら
う
た
め
、
次
の
高
齢
者
支
援
の
新
た
な

事
業
に
取
り
組
み
ま
す
。

熊
本
－
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ　
　
　
　
　
　

健
康
長
寿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
認
知
症
を
予
防
し
、
健
康
寿
命
を
延
ば

す
た
め
に
は
、
生
活
習
慣
病
を
管
理
し
、

運
動
、
栄
養
の
改
善
、
認
知
機
能
訓
練
に

取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
本
事
業
は
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
慈
善
財
団
か
ら

の
資
金
援
助
の
も
と
、
熊
本
大
学
と
の
共

同
で
、
高
齢
者
を
対
象
に
し
た
６
カ
月
間

の
運
動
指
導
、
食
事
指
導
、
認
知
機
能
訓

練
を
行
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

　
参
加
対
象
と
な
る
高
齢
者
に
は
案
内
を

行
い
、
６
月
頃
に
事
業
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。

健
康
分
野
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト　

㈱
ル
ネ
サ
ン
ス
の
職
員
を
配
置

　
健
康
長
寿
の
た
め
に
は
、
官
民
の
多
様

な
資
源
を
活
用
し
、
高
齢
者
自
ら
が
健
康

づ
く
り
に
励
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く

り
が
必
要
で
す
。

　
今
年
度
か
ら
、
総
務
省
の
地
域
活
性
化

起
業
人
制
度
を
活
用
し
、
㈱
ル
ネ
サ
ン
ス

か
ら
職
員（
起
業
人
）の
派
遣
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　納期限が４月１日以降となっている町税・保険料な
どの、督促状に係る督促手数料を廃止します。なお、
納期限が３月31日までとなっている督促手数料は、
80円の納付が必要です。
　督促手数料の廃止に伴い、コンビニなどで使用する
納付書の利用期限を延長しました。４月１日以降に発
送するバーコード付き納付書は、納期限経過後20日
程度は利用可能です。
　また、町税・保険料などの口座振替ができなかった
場合に送付していた「口座振替不能通知」を、４月以
降に廃止します。残高不足などにより口座振替ができ
なかった場合には、後日送付される「納付書」もしく
は「督促状」で納付してください。
※各納期限までに納付されない場合には、法律の定め

るところにより「督促状」を送付します。
※納付のタイミングによっては、延滞金が発生する場

合があります。その際は、別途納付する必要があり
ます。

問 税務課　徴収係　☎096（232）4911

督促手数料・口座振替
不能通知書を廃止します

　町民体育館と町民総合運動場の施設予約窓
口が、総合体育館から町民体育館に変わりま
した。
新しい施設予約窓口
町民体育館
所在地：菊陽町大字久保田2598番地
電話番号：096（283）1666
休館日：年末年始（12月29日～１月３日）
窓口受付時間：午前８時30分～午後５時
　　　　　　　（休館日を除く）
施設利用時間：午前８時30分～午後10時
　　　　　　　（休館日を除く）
※ネット予約とキャッシュレス決済
　は通常どおり使用できます。

申問 スポーツ振興課　スポーツ振興係
　　 ☎096（288）7877

４月から
町民体育館・
町民総合運動場の施設
予約窓口が変わりました

　
起
業
人
は
、
民
間
企
業
で
の
経
験
を
生

か
し
、
熊
本
－
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
健
康
長
寿
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
従
事
す
る
ほ
か
、
町
の
健
康

づ
く
り
事
業
へ
の
提
案
な
ど
を
行
い
ま
す
。

高
齢
者
紙
お
む
つ
等　
　
　
　
　

購
入
費
助
成
事
業

　
本
事
業
の
助
成
対
象
者
を
、
次
の
と
お

り
拡
大
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で

要
介
護
３
～
５
の
認
定
者

７
月
～

要
介
護（
要
支
援
）認
定
者

　
対
象
者
に
は
、
そ
の
他
の
条
件
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
広
報
き
く
よ
う
６
月
号

に
掲
載
し
ま
す
。

商
業
施
設
へ
の
送
迎
な
ど
を
支
援

買
い
物
送
迎
等
支
援
事
業

　
「
商
品
は
自
分
で
見
て
選
び
た
い
」、「
運

転
が
で
き
ず
、
自
分
一
人
で
は
商
業
施
設

に
行
け
な
い
」、「
高
齢
に
な
り
、
一
人
で

の
買
い
物
に
は
不
安
が
あ
る
」
と
い
っ
た

高
齢
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
高
齢
者
を
支
援
す
る
た
め
、

町
内
の
商
業
施
設
へ
の
送
迎
や
、
買
い
物

の
見
守
り
な
ど
を
、
社
会
福
祉
協
議
会
へ

の
委
託
に
よ
り
開
始
し
ま
す
。

申
問
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　

☎
０
９
６（
２
３
２
）３
５
９
３

税の納付・手続きは忘れずに
新
た
な
高
齢
者
支
援
の
事
業
を
紹
介

固定資産税・軽自動車税

車両台数
普通車を含め１台のみ
手続方法

税務課に必要書類を持参する
※西部支所では申請できません。
※前年度に減免を受けている車両の手続きは、郵

送も可能です。
持参物

⃝減免申請書
⃝障がい者手帳（郵送の場合は受付印が押印され

ている箇所の写し）
⃝運転免許証
⃝自動車検査証（車検証）
⃝軽自動車税納税通知書
⃝印鑑
※障がいの等級によっては、対象とならない場合

があります。
申請期限

５月26日㈪必着

固定資産税・軽自動車税の　　　　　　
納税通知書を送付します
　固定資産税と軽自動車税の納税通知書を５月上
旬に送付します。届かない場合は、ご連絡くださ
い。
課税対象者

固定資産税：毎年１月１日現在の土地・家屋・償
却資産の所有者

軽自動車税：毎年４月１日現在の軽自動車の所有
者

軽自動車税の障がい者減免
対象車両

①身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者が
所有する軽自動車

②身体障がい者（18歳未満）・精神障がい者・知
的障がい者と同一生計の人が所有する軽自動車

申
問
介
護
保
険
課　

☎
０
９
６（
２
３
２
）２
３
６
６

高
齢
者
支
援
施
策
の
充
実
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

申問 税務課　固定資産税係　☎096（232）4911

地域公民館

商業施設

自宅

③商業施設で
　買い物

④自宅近くに
　送迎①近隣の公民館に集合

②送迎用車両で
　商業施設まで移送

予約はこちら→

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら→

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

　　　　 タイムスケジュール 　　　　
午前９時30分 ⃝地域の公民館に集合
　　９時40分 ⃝送迎用車両に、地域の人と乗り

合わせて出発
　 10時　　 ⃝町内の商業施設に到着・買い物

開始（見守りはありますが、自
分で店内を歩行できる人が対象
です。）

　 11時　　 ⃝商業施設を出発
　 11時30分⃝自宅近くに送迎

買い物送迎等支援事業　利用の例

この度、 22年ぶりに地元である

菊陽町に戻ってきました。今までの

経験を生かし、皆さんの健康づくり

　　　　　をサポートできるよう

　　　　　精一杯頑張ります！

地域活性化起業人
㈱ルネサンス

塚
つか

脇
わき

麻
ま

衣
い

さん


